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論
考

毛
宗

崗
本

『
三

国
志

演
義

』
に

描
か

れ
た

曹
操

臨
終

の
場

面
に

つ
い

て
─

─
明

清
に

お
け

る
妾

へ
の

遺
贈

の
あ

り
方

を
手

が
か

り
に

─
─

仙
石

知
子

は
じ
め
に

小
説
『
三
国
志
演
義
』
（
以
下
『
演
義
』
と
す
る
）
は
、
政
治
や
戦
い
に
関
す

る
場
面
が
中
心
に
描
か
れ
、
登
場
す
る
女
性
の
数
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な

い
。
そ
の
た
め
、
『
演
義
』
は
、
女
性
を
排
除
し
た
男
性
の
み
に
視
点
を
置
い
た

小
説
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
女
性
像
に
は
、

あ
ま
り
関
心
が
持
た
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
演
義
』
の
通
行
本
と
し
て

広
く
流
布
し
て
い
る
毛
宗
崗
批
評
本
『
三
国
志
演
義
』
（
以
下
、
毛
宗
崗
本
と
す

る
）
で
は
、
義
を
敷
衍
す
る
と
い
う
『
演
義
』
の
特
徴
を
補
強
す
る
た
め
に
、
重

要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
女
性
の
表
現
が
確
認
で
き
る
。
『
演
義
』
は
、
女

（
一
）

性
を
付
随
的
に
登
場
さ
せ
る
、
た
だ
の
軍
談
小
説
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
女
性
像

に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
の
さ
ら
な
る
深
い
理
解
を
可
能
に
す
る

小
説
な
の
で
あ
る
。

『
演
義
』
に
お
け
る
女
性
に
関
す
る
記
述
が
、
物
語
世
界
を
豊
か
に
す
る
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
例
の
一
つ
に
、
曹
操
の
臨
終
場
面
の
描
写
が
あ

る
。
毛
宗
崗
本
の
曹
操
臨
終
の
場
面
に
は
、
曹
操
が
名
香
を
家
の
者
た
ち
に
分
け

与
え
る
よ
う
遺
言
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
毛
宗
崗
本
以
前
の

『
演
義
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
場
面
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
毛

宗
崗
が
、
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
る
晉
の
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
を
典
拠
に
、

書
き
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
の
中
で

は
、
香
を
分
け
与
え
る
対
象
は
「
夫
人
」
で
あ
る
が
、
毛
宗
崗
本
で
は
「
侍
妾
」

に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
毛
宗
崗
は
、
な
ぜ
「
夫
人
」
を
「
侍
妾
」
に
書
き
換

え
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
毛
宗
崗
本
に
お
い
て
、
名
香
を
分
け
与
え
る
場
面
が
加
え
ら
れ
、
し

か
も
分
与
の
対
象
が
書
き
換
え
ら
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
明
清
時
代

に
書
か
れ
た
律
令
・
裁
判
記
録
・
随
筆
な
ど
を
資
料
と
し
て
、
明
清
時
代
に
お
け

る
妾
へ
の
遺
贈
に
関
す
る
社
会
通
念
と
の
関
係
を
検
証
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い

る
。
毛
宗
崗
は
、
当
該
時
代
に
お
け
る
妾
へ
の
遺
贈
に
関
す
る
社
会
通
念
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
『
演
義
』
に
お
い
て
高
い
文
学
性
の
実
現
を
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
。一
、
毛
宗
崗
本
と
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
に
お
け
る
曹
操
臨
終
の
場
面

毛
宗
崗
本
成
立
以
前
の
代
表
的
な
版
本
の
一
つ
で
あ
る
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三

（
二
）

国
志
』
（
以
下
、
李
卓
吾
本
と
す
る
）
と
、
毛
宗
崗
本
に
お
け
る
曹
操
臨
終
の
場

面
の
相
違
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
毛
宗
崗
が
女
性
像
に
い
か
な
る
改
変
を
加

え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
解
明
し
た
い
。

曹
操
臨
終
の
場
面
は
、
毛
宗
崗
本
で
は
、
第
七
十
八
回
「
治
風
疾
神
醫
身
死

（
三
）

傳
遺
命
奸
雄
數
終
（
風
疾
を
治
そ
う
と
し
て
神
医
命
を
落
と
し

遺
命
を
伝
え
て
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奸
雄
寿
命
を
終
え
る
）
」
に
描
か
れ
る
。
神
医
、
華
佗
を
殺
害
し
た
後
の
曹
操

は
、
病
が
い
よ
い
よ

悪
化
し
、
あ
る
日
、
息
を
す
る
の
も
苦
し
く
、
目
も
見
え
な

く
な
っ
た
。
曹
操
は
、
曹
洪
・
陳
羣
・
賈
詡
・
司
馬
懿
を
呼
び
、
後
事
を
託
す
。

曹
洪
ら
が
、
「
よ
く
静
養
な
さ
れ
ば
、
病
は
必
ず
よ
く
な
り
ま
す
」
と
言
う
と
、

曹
操
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
（
毛
宗
崗
の
評
に
は
【

】
を
付
す
。
傍
線
・

番
号
は
筆
者
。
以
下
同
じ
。
）

操
曰
、
孤
縱
横
天
下
三
十
餘
年
、
羣

①
雄
皆
滅
、
止
有
江
東
孫
權
、
西
蜀
劉

備
未
曾
勦
除
。
孤
今
病
危
、

②
不
能
再
興
卿
等
相
叙
、
特
以
家
事
相
託
。

【
但
言
家
事
、
而
不
言
國
事
、
是
老
賊
奸
猾
處
。
】
孤
長
子
曹
昂
、
劉
氏
所

生
、
不
幸
早
年

③
歿
於
宛
城
。
【
又
將
前
事
一
提
。
】
今
卞
氏
生
四
子
、
丕
・

彰
・
植
・
熊
。
孤
平
生
所
愛
第
三
子
植
、
爲
人
虚
華

④
少
誠
實
、
嗜
酒
放

縱
、
因
此
不
立
。
次
子
曹
彰
、
勇
而
無
謀
。
四
子
曹
熊
、
多
病
難
保
。
惟
長

子
曹
丕
、
篤
厚
恭
謹
、

⑤
可
繼
我
業
。
卿
等
宜
輔
佐
之
。
【
但
言
立
丕
自

繼
、
更
不
説
到
禪
代
事
、
奸
滑
之
極
。
】

⑥
曹
洪
等
涕
泣
領
命
而
出
。

❶
操
令

近
侍
取
平
日
所
藏
名
香
、
分
賜
諸
侍
妾
。
且
囑
曰
、
吾
死
之
後
、
汝
等
須
勤

習
女
工
、
多
造
絲
履
、
賣
之
可
以
得
錢
自
給
。
【
不
知
操
者
、
但
謂
其
兒
女

情
長
、
英
雄
気
盡
。
】
又
命
諸
妾
多
居
於
銅
雀
臺
中
、
毎
日
設
祭
、
必
令
女

伎
奏
樂
上
食
。
【
劉
表
之
妻
妬
及
於
鬼
、
恐
其
以
鬼
悦
鬼
也
。
今
操
之
遺
命

又
欲
以
人
悦
鬼
。
】
又

❷
遺
命
於
彰
德
府
講
武
城
外
、
設
立
疑
塚
七
十
二
、

勿
令
後
人
知
吾
葬
處
。
恐
爲
人
所
發
掘
故
也
。
【
以
此
自
防
、
亦
甚
苦
矣
。

若
使
後
人
將
七
十
二
塚
盡
掘
之
、
爲
奈
何
。
】

⑦
囑
畢
、
長
嘆
一
聲
、
涙
如

雨
下
。
須
臾
、
気
絶
而
死
。

曹
操
が
言
う
に
は
、
「
わ
し
は
天
下
を
駆
け
め
ぐ
り
三
十
余
年
も
の
間
、
群

雄
た
ち
を
み
な
滅
ぼ
し
た
が
、
未
だ
江
東
の
孫
権
、
西
蜀
の
劉
備
だ
け
は
除

け
て
い
な
い
。
だ
が
わ
し
の
病
も
回
復
の
見
込
み
は
な
い
の
で
、
そ
な
た
た

ち
と
話
を
す
る
の
も
こ
れ
が
最
後
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
今
日
は
特
に
家
の

こ
と
を
頼
ん
で
お
こ
う
と
思
う
。
【
た
だ
家
の
事
だ
け
を
言
い
、
国
の
事
は

言
わ
な
い
と
は
、
ず
る
賢
い
。
】
わ
し
の
長
子
曹
昂
は
、
劉
氏
が
生
ん
だ
子

供
だ
が
、
不
幸
に
も
早
く
に
宛
城
で
死
ん
だ
。
【
ま
た
前
の
こ
と
を
持
ち
出

そ
う
と
言
う
の
か
。
】
今
は
卞
氏
の
生
ん
だ
四
人
の
息
子
、
丕
・
彰
・
植
・

熊
が
い
る
。
わ
し
は
か
ね
て
か
ら
第
三
子
の
植
を
可
愛
が
っ
て
き
た
が
、
浮

つ
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
誠
実
さ
に
欠
け
、
酒
を
飲
ん
で
勝
手
な
行
い
を
す
る

の
で
、
跡
を
継
が
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
次
子
曹
彰
は
、
勇
敢
で
あ
る

が
無
謀
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
四
子
の
曹
熊
は
、
体
が
弱
く
無
理
で
あ
ろ
う
。

た
だ
長
子
の
曹
丕
だ
け
が
、
温
厚
篤
実
な
性
格
で
あ
る
か
ら
、
わ
し
の
跡
を

継
が
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
よ
く
輔
佐
し
て
や
っ
て
欲
し
い
。
」
【
た
だ

曹
丕
に
自
分
の
跡
を
継
が
せ
る
こ
と
だ
け
言
い
、
禅
譲
の
事
は
言
わ
な
い
と

は
、
狡
猾
の
極
み
で
あ
る
。
】
曹
洪
ら
は
涙
を
流
し
て
曹
操
の
命
令
を
聞
き

入
れ
そ
の
場
を
離
れ
た
。

❶
曹
操
は
近
く
に
控
え
て
い
た
者
に
平
素
所
蔵
し

て
い
た
名
香
を
持
っ
て
こ
さ
せ
る
と
、
侍
妾
た
ち
に
分
け
与
え
た
。
そ
し

て
、
「
わ
し
が
死
ん
だ
後
、
お
ま
え
た
ち
は
真
面
目
に
針
仕
事
を
習
い
、
絹

の
靴
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
売
っ
て
そ
の
金
で
暮
ら
し
て
い
く
が
よ
い
。
」
と

言
っ
た
。
【
曹
操
が
、
た
だ
男
女
の
情
に
溺
れ
、
英
雄
の
気
質
が
尽
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
】
ま
た
妾
た
ち
の
多
く
を
銅
雀
台
に

住
ま
わ
せ
、
毎
日
祭
壇
を
準
備
し
て
、
女
伎
に
演
奏
さ
せ
て
供
物
を

捧
げ
る

よ
う
に
言
い
渡
し
た
。
【
劉
表
の
妻
は
鬼
（
に
な
っ
た
前
妻
の
陳
氏
）
を
嫉

妬
し
て
、
鬼
（
の
陳
氏
）
が
鬼
（
に
な
っ
た
劉
表
）
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
恐

れ
た
。
い
ま
曹
操
の
遺
命
は
ま
た
（
生
き
て
い
る
）
人
に
よ
っ
て
鬼
（
と
な

る
自
分
）
を
喜
ば
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
】
ま
た

❷
彰
徳
府
講
武
城

の
外
に
、
偽
の
墓
を
七
十
二
造
り
、
自
分
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
場
所
を
後
人

に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
も
遺
言
し
た
。
こ
れ
は
人
に
墓
を
掘
り
返
さ

れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
【
こ
の
よ
う
に
し
て
防
ご
う
と
し
て
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も
、
甚
だ
辛
い
だ
け
だ
。
も
し
後
人
が
七
十
二
箇
所
の
墓
を
す
べ
て
掘
り
返

し
た
ら
、
も
と
も
こ
も
な
い
。
】
言
い
終
わ
る
と
、
長
い
溜
め
息
を
つ
き
、

涙
を
雨
の
よ
う
に
流
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
曹
操
は
息
絶
え
て
死
ん

だ
。

次
に
、
毛
宗
崗
本
と
比
較
し
な
が
ら
、
李
卓
吾
本
の
同
一
場
面
を
原
文
だ
け
掲

げ
る
。
毛
宗
崗
本
と
異
な
る
部
分
に
は
、
毛
宗
崗
本
と
呼
応
す
る
番
号
を
付
し
た

傍
線
を
引
く
。
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
第
七
十
八
回
「
曹
操
殺
神
医
華
佗

（
四
）

魏
太
子
曹
丕
秉
政
（
曹
操
が
神
医
の
華
佗
を
殺
し

魏
の
太
子
曹
丕
が
政
権
を

握
る
）
」
に
、

操
曰
、
孤
縱
横
天
下
三
十
餘
年
矣
。
羣

①
兇
皆
滅
、
止
有
江
東
孫
權
、
西
蜀

劉
備
未
曾
収
復
。
孤
今
病
危
、

②
必
然
難
逃
、
今
以
大
事
囑
汝
四
人
。
孤
長

子
曹
昂
、
劉
氏
所
生
、
不
幸
早
年

③
没
於
宛
城
。
今
卞
氏
生
四
子
、
丕
・

彰
・
植
・
熊
。
孤
平
生
所
愛
第
三
子
植
、
爲
人
虚
華

④
少
於
誠
實
、
嗜
酒
放

肆
、
因
此
不
立
。
次
子
曹
彰
、
勇
而
無
謀
。
四
子
曹
熊
、
多
病
難
保
。
惟
長

子
曹
丕
、
篤
厚
恭
謹
、

⑤
才
智
兼
全
。
可
任
大
事
。
汝
等
宜
輔
佐
之
。

⑥
各
懷

忠
義
之
心
、
以
圖
悠
久
之
計
、
勿
得
怠
慢
。

⑦
言
訖
、
長
嘆
一
聲
、
涙
如
雨

下
。
気
絶
而
亡
。

と
あ
る
。
当
該
箇
所
に
お
け
る
毛
宗
崗
本
の
改
変
は
、
①
～
⑦
の
７
箇
所
に
及
ぶ

が
、
そ
の
改
変
に
は
軽
重
が
あ
る
。
例
え
ば
、
④
「
於
」
の
字
を
省
い
た
り
、
③

「
歿
」
を
「
没
」
、
④
「
肆
」
を
「
縱
」
、
⑤
「
汝
」
を
「
卿
」
、
⑦
「
言
訖
」
を

「
囑
畢
」
に
改
め
、
⑦
「
須
臾
」
を
加
え
る
と
い
っ
た
表
現
上
の
簡
単
な
書
き
換

え
に
は
、
さ
ほ
ど
の
意
図
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
改
変
で
あ
っ
て

も
、
①
「
兇
」
を
「
雄
」
、
⑦
「
亡
」
を
「
死
」
に
書
き
換
え
て
い
る
こ
と
に

は
、
曹
操
を
貶
め
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
が
あ
る
。
曹
操
が
打
倒
し
た
群
雄
を

「
兇
」
で
は
な
く
「
雄
」
に
書
き
換
え
る
こ
と
か
ら
は
、
「
兇
」
は
曹
操
で
あ

る
、
と
の
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
曹
操
の
死
去
を
「
亡
」
か
ら
「
死
」

に
書
き
換
え
る
こ
と
は
、
貶
義
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
②
「
特
以
家
事

相
託
」
を
加
え
て
、
「
但
言
家
事
、
而
不
言
國
事
、
是
老
賊
奸
猾
處
」
と
い
う
評

を
付
し
、
曹
操
が
国
事
よ
り
も
家
事
を
大
事
に
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
曹
操
の
後

継
者
の
曹
丕
が
、
⑤
「
才
智
兼
全
。
可
任
大
事
」
で
あ
る
と
の
字
句
を
削
っ
て
、

曹
操
の
み
な
ら
ず
魏
の
建
国
者
で
あ
る
曹
丕
の
評
価
を
も
貶
め
て
い
る
の
で
あ

る
。そ
う
し
た
毛
宗
崗
本
の
書
き
換
え
の
中
で
、
最
も
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る

の
が
、
⑥
「
各
懷
忠
義
之
心
、
以
圖
悠
久
之
計
、
勿
得
怠
慢
」
を
「

⑥
曹
洪
等
涕

泣
領
命
而
出
。

❶
操
令
近
侍
取
平
日
所
藏
名
香
、
分
賜
諸
侍
妾
。
且
囑
曰
、
吾
死

之
後
、
汝
等
須
勤
習
女
工
、
多
造
絲
履
、
賣
之
可
以
得
錢
自
給
。
【
不
知
操
者
、

但
謂
其
兒
女
情
長
、
英
雄
気
盡
。
】
又
命
諸
妾
多
居
於
銅
雀
臺
中
、
毎
日
設
祭
、

必
令
女
伎
奏
樂
上
食
。
【
劉
表
之
妻
妬
及
於
鬼
、
恐
其
以
鬼
悦
鬼
也
。
今
操
之
遺

命
又
欲
以
人
悦
鬼
。
】
又

❷
遺
命
於
彰
德
府
講
武
城
外
、
設
立
疑
塚
七
十
二
、
勿

令
後
人
知
吾
葬
處
。
恐
爲
人
所
發
掘
故
也
」
と
改
変
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
七

十
八
回
の
題
目
の
後
半
を
李
卓
吾
本
の
「
魏
太
子
曹
丕
秉
政
」
か
ら
「
傳
遺
命
奸

雄
數
終
」
に
改
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
毛
宗
崗
本
が
曹
操
の
「
遺
命
」
を
重
視

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

曹
操
の
臨
終
場
面
に
、
名
香
を
分
け
、
履
を
売
る
よ
う
指
示
す
る
話
を
書
き
加

え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
毛
宗
崗
自
身
が
凡
例
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。
毛
宗
崗

本
の
首
巻
に
掲
げ
ら
れ
た
凡
例
に
は
、
毛
宗
崗
が
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
『
演
義
』

の
テ
キ
ス
ト
を
改
訂
し
た
際
、
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
改
訂
し
た
の
か
が
詳
し
く
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
毛
宗
崗
は
、
女
性
に
関
し
て
六
つ
の
場
面
を
書

き
換
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
七
十
八
回
に
見
ら
れ
る
こ
の
場
面
も
、
そ
の

（
五
）

中
の
一
つ
で
あ
る
。
書
き
換
え
に
言
及
し
て
い
る
部
分
の
凡
例
の
原
文
と
翻
訳

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
事
不
可
闕
者
、
如
關
公
秉
燭
達
旦
、
管
寧
割
席
分
坐
、
曹
操
分
香
賣
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履
、
于
禁
陵
廟
見
畫
、
以
至
武
侯
夫
人
之
才
、
康
成
侍
兒
之
慧
、
鄧
艾
鳳
兮

之
對
、
鍾
會
不
汗
之
答
、
杜
預
左
傳
之
癖
、
俗
本
皆
刪
而
不
録
。
今
悉
依
古

本
存
之
、
使
讀
者
得
窺
全
貌
。

事
に
は
欠
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
、
「
關
公
秉
燭
達

旦
」
・
「
管
寧
割
席
分
坐
」
・
「
曹
操
分
香
賣
履
」
・
「
于
禁
陵
廟
見
畫
」
、
か
ら

「
武
侯
夫
人
之
才
」
・
「
康
成
侍
兒
之
慧
」
・
「
鄧
艾
鳳
兮
之
對
」
・
「
鍾
會
不

汗
之
答
」
・
「
杜
預
『
左
傳
』
之
癖
」
の
話
が
、
俗
本
で
は
み
な
削
ら
れ
て

い
る
。
今
す
べ
て
古
本
に
依
っ
て
記
録
し
、
読
者
に
話
の
全
貌
が
分
か
る
よ

う
に
し
た
。
（
毛
宗
崗
本
・
首
巻
凡
例
第
三
条
）

こ
れ
ら
の
中
の
「
曹
操
分
香
賣
履
（
曹
操
が
名
香
を
分
け
履
を
売
っ
て
暮
ら
し

く
つ

て
い
く
よ
う
命
じ
た
話
）
」
が
、
先
に
引
用
し
た
毛
宗
崗
本
・
第
七
十
八
回
の
番

号
⑥
と
❶
を
付
し
た
傍
線
部
分
の
改
変
に
あ
た
る
。
毛
宗
崗
は
、
「
俗
本
」
で
は

削
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
古
本
」
に
よ
っ
て
記
録
し
た
、
と
述
べ
て
い
る

が
、
毛
宗
崗
が
依
っ
て
記
録
し
た
と
す
る
「
古
本
」
な
る
書
物
は
、
実
際
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
金
文
京
氏
に
よ
れ
ば
、
「
古
本
と
い
う
の
は
、
毛
宗
崗
が
こ
う

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
で
、
実
際
に
そ
う
い
う
も
の

が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
」
く
、
毛
宗
崗
が
「
理
想
と
す
る
、
し
か
し
現
実
に
は

存
在
し
な
い
テ
キ
ス
ト
を
古
本
と
」
称
し
て
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
存
在
す

る
テ
キ
ス
ト
を
俗
本
と
し
て
批
判
し
、
改
訂
を
加
え
た
」
の
だ
と
い
う
。

（
六
）

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
書
き
加
え
ら
れ
た
「
分
香
賣
履
」
の
話
の
中
で
も
、

と
り
わ
け
香
を
分
け
る
話
は
、
毛
宗
崗
が
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
を
典
拠
と
し

て
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
、
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
述
べ
た

い
。

二
、
毛
宗
崗
本
の
「
分
香
賣
履
」
と
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」

曹
操
が
臨
終
の
際
に
残
し
た
と
さ
れ
る
「
遺
令
」
は
、
晉
の
陳
寿
が
著
し
た

『
三
国
志
』
巻
一
武
帝
紀
の
中
に
、

天
下
尚
未
安
定
、
未
得
遵
古
也
。
葬
畢
、
皆
除
服
。
其
將
兵
屯
戍
者
、
皆
不

得
離
屯
部
、
有
司
各
率
乃
職
。
斂
以
時
服
、
無
藏
金
玉
珍
寶
。

天
下
は
ま
だ
安
定
し
て
い
な
い
の
で
、
古
の
葬
礼
に
倣
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
埋
葬
が
終
わ
り
次
第
、
み
な
喪
に
服
す
の
を
や
め
よ
。
将
兵
は
駐
屯
地

を
離
れ
て
は
な
ら
ず
、
役
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
遂
行
せ
よ
。
入
棺
の
時

は
平
服
を
着
せ
、
金
や
玉
と
い
っ
た
副
葬
品
を
埋
葬
す
る
必
要
は
な
い
。

と
記
さ
れ
る
。
堀
敏
一
氏
に
よ
れ
ば
、
曹
操
は
臨
終
の
際
、
実
際
に
は
も
っ
と
長

い
言
葉
を
残
し
た
が
、
武
帝
紀
に
は
、
そ
の
中
の
最
も
重
要
な
部
分
だ
け
が
記
録

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
曹
操
の
遺
令
に
関
す
る
記
録
は
、
他
の
多
く
の
書
物
の

中
に
断
片
的
に
残
存
し
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
れ
ら
散
在
し
て
い
る
記
録
を
集
め

（
七
）

た
も
の
が
、
清
の
厳
可
均
の
『
全
三
国
文
』
巻
三
魏
武
帝
「
遺
令
」
で
あ
り
、

現
存
す
る
曹
操
の
「
遺
令
」
の
全
文
に
最
も
近
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
厳
可
均

が
輯
め
た
「
遺
令
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
八
）

ａ
わ
た
し
は
夜
半
気
分
が
す
ぐ
れ
ず
目
が
覚
め
た
。
明
け
方
に
な
っ
て
、
粥

を
飲
み
汗
が
出
て
、
当
帰
湯
を
服
用
し
た
。
わ
た
し
は
軍
中
で
は
軍
法
に
従

っ
て
こ
と
を
行
っ
て
き
た
が
そ
れ
は
正
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
些
細

な
こ
と
で
怒
っ
た
り
し
、
大
き
な
失
敗
を
し
た
。
こ
れ
を
真
似
て
は
な
ら
な

い
。

ｂ
天
下
は
ま
だ
安
定
し
て
い
な
い
の
で
、
古
の
葬
礼
に
倣
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

ｃ
わ
た
し
は
頭
痛
持
ち
で
、
昔
か
ら
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
わ

た
し
が
死
ん
だ
後
、
死
に
装
束
も
生
前
と
同
じ
服
装
に
せ
よ
。
そ
れ
を
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
。

ｂ
文
武
百
官
の
殿
中
に
お
け
る
追
悼
は
、
十
五
回
泣
き
声
を

出
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
埋
葬
が
終
わ
り
次
第
み
な
喪
に
服
す
の
を

や
め
よ
。
将
兵
は
、
駐
屯
地
を
離
れ
て
は
な
ら
ず
、
役
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職

務
を
遂
行
せ
よ
。

ｄ
入
棺
の
時
は
平
服
を
着
せ
、
鄴
城
の
西
の
丘
に
あ
る
、

西
門
豹
の
祠
堂
近
く
に
埋
葬
せ
よ
。
金
や
玉
と
い
っ
た
副
葬
品
を
埋
葬
す
る
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必
要
は
な
い
。

ｅ
わ
が
婢
妾
と
歌
姫
た
ち
に
は
苦
労
を
か
け
る
が
、
銅
雀
台

に
控
え
さ
せ
、
よ
く
待
遇
せ
よ
。
銅
雀
台
に
は
六
尺
の
床
を
準
備
し
、
細
く

て
あ
ら
い
布
の
帳
を
か
け
、
朝
夕
乾
し
肉
と
乾
燥
さ
せ
た
飯
の
類
を
供
え

よ
。
月
の
一
日
と
十
五
日
は
、
朝
か
ら
正
午
ま
で
、
そ
の
帳
に
向
か
っ
て
伎

楽
を
奏
で
よ
。
汝
ら
は
時
々
銅
雀
台
に
登
り
、
わ
た
し
の
眠
る
西
陵
の
墓
地

を
眺
め
る
よ
う
に
。

ｆ
余
っ
た
香
は
夫
人
た
ち
に
分
け
て
よ
い
。
祭
祀
は
命

じ
な
い
。

ｇ
仕
事
の
な
い
妾
た
ち
は
、
組
紐
の
履
の
作
り
方
を
学
び
そ
れ
を

売
れ
ば
よ
い
。

ｈ
わ
た
し
が
官
を
歴
任
し
て
受
け
た
印
綬
は
、
み
な
藏
の
中

に
保
管
せ
よ
。
わ
た
し
の
余
っ
た
衣
服
は
、
別
の
場
所
に
し
ま
っ
て
よ
い
。

も
し
で
き
な
け
れ
ば
、
兄
弟
で
分
け
る
が
よ
い
。

現
存
す
る
曹
操
の
「
遺
令
」
に
関
す
る
記
述
は
、
傍
線
部
ａ
～
ｈ
を
附
し
て
分

類
し
た
八
つ
の
内

容
に
大
別
で
き
る
。
箇
条
書
き
で
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

ａ
夜
半
に
目
が
覚
め
、
具
合
が

悪
く
、
当
帰
湯
を
服
用
し
て
い
た
。

ｂ
天
下
は
平
定
し
て
な
い
の
で
、
葬
儀
は
簡
略
に
せ
よ
。
埋
葬
が
終
わ
り
次

第
、
喪
服
を
脱
げ
。

ｃ
生
前
頭
痛
持
ち
で
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
た
の
で
、
同
じ
装
束
に
せ
よ
。

ｄ
納
棺
の
際
に
は
平
服
を
着
せ
、
西
門
豹
の
祠
堂
近
く
に
埋
葬
せ
よ
。
副
葬

品
は
不
要
で
あ
る
。

ｅ
銅
雀
台
に
婢
妾
を
控
え
さ
せ
、
法
要
を
行
い
、
時
々
銅
雀
台
に
登
っ
て
墓

を
望
み
思
い
を
馳
せ
よ
。

ｆ
余
っ
た
香
は
夫
人
た
ち
に
分
け
よ
。

ｇ
仕
事
の
な
い
妾
た
ち
は
履
を
作
っ
て
売
れ
。

ｈ
印
綬
は
保
管
し
、
衣
服
は
兄
弟
で
分
け
て
も
よ
い
。

厳
可
均
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
次
の
⑴
～
⒀
の
十
三
箇
所
よ
り
輯
録

し
た
と
い
う
。
ａ
～
ｈ
ま
で
の
対
応
関
係
と
と
も
に
、
時
代
順
に
掲
げ
る
と
次
の

（
九
）

よ
う
に
な
る
。

⑴
（
晉
）
陳
寿
『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
第
一

ｂ
ｄ

（
一
〇
）

⑵
（
晉
）
陸
機
「
弔
魏
武
帝
文
」（『
文
選
』
巻
六
十
）

ｂ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ

⑶
（
劉
宋
）
劉
義
慶
『
世
説
新
語
』
言
語
第
二

ｅ
（
一
一
）

⑷
（
南
斉
）
沈
約
『
宋
書
』
巻
十
五
・
志
第
五
・
禮
二

ｂ
（
一
二
）

⑸
（
唐
）
杜
佑
『
通
典
』
巻
第
八
十
・
禮
四
十
・
凶
禮
二

ｂ
（
一
三
）

⑹
（
唐
）
虞
世
南
『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
百
三
十
二
・
服
飾
部

ｅ
（
一
四
）

⑺
（
北
宋
）
李
昉
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
・
人
事
部
・
奴
婢

ｅ
（
一
五
）

⑻
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
六
十
・
禮
儀
部
三
十
九
・
塚
墓

ｅ
（
一
六
）

⑼
『
太
平
御
覧
』
巻
六
百
八
十
七
・
服
章
部
四
・
幘
帽

ｃ
（
一
七
）

⑽
『
太
平
御
覧
』
巻
六
百
九
十
七
・
服
章
部
十
四
・
履

ｇ
（
一
八
）

⑾
『
太
平
御
覧
』
巻
六
百
九
十
九
・
服
用
部
一
・
帳

ｅ
（
一
九
）

⑿
『
太
平
御
覧
』
巻
八
百
二
十
・
布
帛
部
七
・
布
・
火
浣
布

ｅ
（
二
〇
）

⒀
『
太
平
御
覧
』
巻
八
百
五
十
九
・
飮
食
部
十
七
・
糜
粥

ａ
（
二
一
）

こ
れ
ら
の
中
で
、
ｂ
・
ｅ
・
ｆ
・
ｇ
・
ｈ
と
い
う
最
も
多
く
の
部
分
を
記
述
し

て
い
る
も
の
が
、
⑵
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
た
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ｆ
「
余
っ
た
香
は
夫
人
た
ち
に
分
け
よ
」
と
い
う
香
に
つ
い
て
の

話
は
、
「
弔
魏
武
帝
文
」
の
中
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
毛
宗
崗
は
、

『
文
選
』
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
を
参
照
し
て
、
香
を
分
け
与
え
る
話
を
書
き
加
え

た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
毛
宗
崗
が
「
分
香
賣
履
」
の
話
を
取
り
入
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
陸
機
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
「
弔
魏
武
帝
文
」
を
著
し
た
の
か
を
、

「
分
香
賣
履
」
の
記
述
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

陸
機
（
二
六
一
～
三
〇
三
年
）
は
、
三
国
の
孫
呉
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
西
晉
に

仕
え
た
。
陸
機
が
、
「
弔
魏
武
帝
文
」
を
著
し
た
の
は
、
元
康
八
（
二
九
八
）

（
二
二
）

年
、
曹
操
の
死
後
、
七
十
八
年
後
に
あ
た
る
。
「
弔
魏
武
帝
文
」
は
、
六
朝
時
代
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の
末
、
梁
の
劉
勰
が
著
し
た
『
文
心
雕
龍
』
哀
弔
篇
の
中
に
題
目
が
、
そ
し
て
、

『
文
選
』
に
全
文
が
採
録
さ
れ
、
「
弔
文
」
の
代
表
的
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。

「
弔
魏
武
帝
文
」
は
、
陸
機
が
曹
操
の
遺
令
を
目
に
し
た
驚
き
と
嘆
き
か
ら
始

ま
る
。

（
二
三
）

元
康
八
（
二
九
八
）
年
、
私
は
尚
書
郎
か
ら
、
著
作
郎
に
な
り
、
宮
中
の
秘

閣
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
魏
の
武
帝
の
遺
令
を
目
に
し
た
。
遺
令
を

見
た
私
は
愕
然
と
し
て
溜
め
息
を
漏
ら
し
、
し
ば
ら
く
の
間
心
を
痛
め
思
っ

た
。

そ
の
理
由
は
、

（
二
四
）

魏
の
武
帝
が
継
嗣
曹
丕
に
遺
言
し
、
四
人
の
息
子
た
ち
に
教
え
を
残
す
様
子

か
ら
は
、
国
を
治
め
る
計
略
は
遠
大
で
、
家
を
盛
ん
に
す
る
教
え
も
ま
た
弘

大
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
武
帝
は
、
「
わ
た
し
は
軍
中
で
は
軍
法
に

従
っ
て
こ
と
を
行
っ
て
き
た
が
そ
れ
は
正
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
些

細
な
こ
と
で
怒
っ
た
り
し
、
大
き
な
失
敗
を
し
た
。
こ
れ
を
真
似
て
は
な
ら

な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
立
派
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
達
人
の
正
し
い
言
葉
で

あ
る
。
女
児
を
抱
き
末
っ
子
の
曹
彪
を
指
さ
し
て
、
四
人
の
息
子
に
向
か
っ

て
、
「
お
ま
え
た
ち
に
面
倒
を
か
け
る
が
」
と
言
っ
て
、
泣
い
た
。
痛
ま
し

い
こ
と
だ
。
過
去
に
は
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
責
務
と
し
な
が
ら
、
今
は
死

に
臨
ん
で
人
に
可
愛
い
我
が
子
の
世
話
を
頼
む
の
で
あ
る
。
命
が
尽
き
れ
ば

何
も
か
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
死
ね
ば
魂
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
閨
房
の
女
性
た
ち
に
女
々
し
く
心
惹
か
れ
、
家
の
者
た
ち
が
す
べ
き
事

に
ま
で
気
を
配
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
細
か
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
武

帝
は
、
「
わ
が
婕
妤
（
女
官
）
・
妓
人
（
歌
姫
）
は
、
み
な
銅
爵
台
に
控
え

さ
せ
よ
。
銅
爵
台
の
上
に
八
尺
の
床
と
細
く
て
あ
ら
い
布
の
帳
を
用
意
し
、

朝
夕
乾
し
肉
と
乾
燥
さ
せ
た
飯
の
類
を
供
え
よ
。
月
の
一
日
と
十
五
日
は
、

い
つ
も
帳
に
向
か
っ
て
歌
舞
を
行
う
よ
う
に
。
汝
ら
は
時
々
銅
爵
台
に
登

り
、
わ
た
し
の
眠
る
西
陵
の
墓
地
を
眺
め
よ
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
余
っ
た

香
は
夫
人
た
ち
に
分
け
て
よ
い
。
仕
事
の
な
い
妾
た
ち
は
、
組
紐
の
履
の
作

り
方
を
学
び
そ
れ
を
売
れ
ば
よ
い
。
わ
た
し
が
官
を
歴
任
し
て
受
け
た
印
綬

は
、
み
な
藏
の
中
に
保
管
せ
よ
。
わ
た
し
の
余
っ
た
衣
服
は
、
別
の
場
所
に

し
ま
っ
て
よ
い
。
も
し
で
き
な
け
れ
ば
、
兄
弟
で
分
け
る
が
よ
い
」
と
言
っ

た
。
結
局
兄
弟
は
こ
れ
を
分
け
て
し
ま
っ
た
。
死
ぬ
者
は
あ
と
に
残
る
者
に

要
求
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
者
は
死
ん
で
い
っ
た
者
の
言

葉
に
背
く
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。

と
、
傍
線
部
と
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
天
下
の
英
雄
た
る
曹
操
が
、
死
に
臨
ん

で
閨
房
の
女
性
た
ち
に
女
々
し
く
心
惹
か
れ
、
夫
人
に
名
香
を
分
け
る
こ
と
を
言

い
遺
し
、
妾
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
に
ま
で
気
を
配
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ま
り
に

も
細
か
過
ぎ
る
と
思
っ
た
た
め
で
あ
る
。
陸
機
は
、

（
二
五
）

わ
が
身
の
外
に
あ
る
も
の
に
心
を
惑
わ
せ
、
閨
房
の
女
性
た
ち
に
対
す
る
思

い
を
細
か
く
言
い
残
す
こ
と
は
、
賢
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
私
は
大
い
に
憤
り
を
感
じ
胸
の
思
い
が
溢
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
て
遂

に
弔
い
の
文
を
書
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

と
、
そ
れ
を
賢
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
は
、

（
二
六
）

（
曹
操
が
）
家
族
の
将
来
に
心
を
奪
わ
れ
た
こ
と
が
（
わ
た
し
に
は
）
惜
し

ま
れ
、
遺
言
が
細
か
く
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
（
わ
た
し
に
は
）

恨
ま
れ
る
。
広
大
な
志
を
履
の
飾
り
に
歪
め
ら
れ
、
清
ら
か
な
精
神
を
余
っ

た
香
に
汚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
述
べ
て
、
曹
操
の
「
分
香
賣
履
」
に
つ
い
て
、
閨
房
の
女
性
た
ち
に
思
い
を
細

か
く
言
い
残
し
、
女
々
し
く
、
賢
人
ら
し
か
ら
ぬ
行
為
だ
、
と
な
か
ば
憤
り
を
感

じ
な
が
ら
悲
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
七
）

そ
れ
で
は
、
毛
宗
崗
も
、
や
は
り
陸
機
と
同
じ
よ
う
に
、
「
分
香
賣
履
」
の
話

を
女
々
し
い
賢
人
な
ら
ざ
る
行
為
と
し
て
理
解
し
、
曹
操
の
女
々
し
さ
を
強
調
す
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る
た
め
に
、
『
演
義
』
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
毛
宗
崗
の
「
分

香
賣
履
」
に
対
す
る
考
え
を
検
討
し
た
い
。

毛
宗
崗
は
、
第
七
十
八
回
の
総
評
で
、
改
変
を
し
た
「
分
香
賣
履
」
の
場
面
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
二
八
）

あ
る
人
は
曹
操
の
分
香
賣
履
の
令
を
見
て
、
（
曹
操
は
）
平
生
は
奸
偽
の
人

だ
っ
た
の
に
、
死
に
及
ん
で
真
情
を
見
せ
た
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
（
し

か
し
そ
の
よ
う
な
見
方
は
）
こ
れ
が
曹
操
の
真
情
で
は
な
く
、
意
外
に
も
曹

操
の
偽
り
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
な
の
だ
。
死
に
及
ん

で
真
を
見
せ
た
の
で
は
な
く
、
死
に
及
ん
で
も
な
お
偽
り
を
見
せ
た
の
で
あ

る
。
臨
終
の
遺
命
は
、
禅
譲
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
家

の
者
や
婢
妾
の
身
の
ふ
り
方
に
つ
い
て
は
詳
し
く
言
い
渡
し
な
が
ら
、
禅
譲

の
事
は
何
一
つ
口
に
せ
ず
、
後
世
の
人
々
に
、
自
分
は
国
を
簒
奪
す
る
心
が

な
い
の
だ
と
信
じ
込
ま
せ
、
子
孫
は

悪
名
を
蒙
る
け
れ
ど
も
、
自
分
は
そ
う

な
ら
な
い
よ
う
に
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
ら
を
周
の
文
王

に
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
（
周
の
文
王
は
殷
を
奪
う
意
志
が
な
い
た

め
、
武
王
に
禅
譲
を
言
い
残
さ
な
か
っ
た
が
、
曹
操
は
漢
を
簒
奪
す
る
意
志

が
あ
り
な
が
ら
、
表
面
的
に
周
の
文
王
を
気
取
っ
た
の
で
あ
る
）
そ
の
意
図

は
天
下
の
後
世
の
人
々
を
す
べ
て
欺
こ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
後
世
の
無

知
な
人
々
は
、
こ
の
た
め
つ
い
に
騙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
曹

操
は
誠
に
奸
雄
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
曹
操
の
生
涯
に
は
真
実
な
ど
な

く
、
死
に
及
ん
で
も
な
お
偽
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
（
禅
譲
を
隠
す
た
め
に

言
い
遺
し
た
）
分
香
賣
履
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

毛
宗
崗
は
、
曹
操
が
死
に
臨
ん
で
「
侍
妾
」
た
ち
に
名
香
を
分
け
、
履
を
売
っ

て
生
活
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
自
体
を
、
女
々
し
い
行
為
と
は
捉
え
な
い
。
臨
終

の
遺
命
と
し
て
、
こ
れ
以
上
大
事
な
こ
と
は
な
い
禅
譲
の
意
図
を
隠
す
た
め
に

「
分
香
賣
履
」
を
述
べ
た
こ
と
を
「
偽
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
見
方
が
分
か
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
禅
譲
に
対
す

る
価
値
観
の
違
い
が
あ
る
。
陸
機
は
、
曹
操
の
積
み
か
さ
ね
た
「
魏
武
輔
漢
の
故

事
」
と
い
う
手
順
に
基
づ
く
禅
譲
が
、
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
時
代
に
生
き

た
。
そ
の
た
め
陸
機
は
、
曹
操
が
禅
譲
に
よ
る
簒
奪
を
隠
す
た
め
に
、
「
分
香
賣

（
二
九
）

履
」
を
述
べ
た
と
は
捉
え
ず
、
夫
人
や
妾
な
ど
の
女
性
に
言
及
し
た
こ
と
を
「
女

々
し
い
」
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
毛
宗
崗
が
生
き
た
清
で
は
、
禅
譲
は

北
宋
を
最
後
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
す
で
に
久
し
か
っ
た
。
ま
た
、
清
代
に
お
い

て
漢
は
、
鄭
玄
に
代
表
さ
れ
る
経
学
が
盛
ん
な
尊
重
す
べ
き
「
古
典
」
国
家
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
漢
を
滅
ぼ
す
た
め
の
禅
譲
の
準
備
を
一
方
で
行
い
な
が
ら
、
「
分

香
賣
履
」
に
つ
い
て
述
べ
る
曹
操
は
、
偽
り
の
存
在
と
し
て
唾
棄
す
べ
き

悪
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
評
で
は
続
け
て
、

（
三
〇
）

臨
終
に
な
っ
て
真
実
が
な
く
、
死
後
も
な
お
偽
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
七
十

二
の
偽
の
墓
を
作
っ
た
こ
と
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
曹
操
が

人
を
欺
く
の
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
死
ん
だ
曹
操
が
人
を
欺
く
の
は
不
思

議
で
あ
る
。
一
人
の
偽
曹
操
が
人
を
欺
く
の
は
大
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は

な
い
が
、
無
数
の
偽
曹
操
が
人
を
欺
く
の
は
更
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

曹
操
の
死
は
、
偽
と
真
を
混
乱
さ
せ
、
無
数
の
偽
曹
操
を
生
み
出
し
た
が
、

そ
の
中
に
か
え
っ
て
一
人
の
真
実
の
曹
操
が
い
る
。
曹
操
の
人
生
に
は
、
偽

り
が
あ
っ
て
真
実
が
な
く
、
人
は
（
禅
譲
を
分
香
賣
履
で
欺
こ
う
と
し
た
）

た
だ
一
人
の
偽
り
の
曹
操
を
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
一
人
の
真
実
の
曹
操
を
確

認
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
死
ん
だ
曹
操
が
偽
り
な
だ
け

で
は
な
く
、
生
き
た
曹
操
も
ま
た
偽
り
で
あ
っ
た
、
た
だ
偽
り
の
曹
操
が
偽

り
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
真
実
の
曹
操
も
ま
た
（
自
ら
の
目
的
を
隠
す
）
偽

り
の
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
生
は
死
に
よ
り
幻
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

と
述
べ
、
先
に
改
変
を
指
摘
し
た
毛
宗
崗
本
・
第
七
十
八
回
の
番
号
❷
を
付
し
た

毛宗崗本『三国志演義』に描かれた曹操臨終の場面について



- 188 -

「
七
十
二
の
偽
の
墓
を
作
っ
た
」
こ
と
を
も
論
拠
に
し
な
が
ら
、
「
偽
」
を
本
質

と
す
る
曹
操
が
、
死
に
臨
ん
で
自
ら
の
「
偽
」
と
い
う
真
実
の
姿
を
隠
す
た
め

に
、
「
分
香
賣
履
」
と
い
う
善
行
を
行
い
、
あ
た
か
も
七
十
二
の
「
偽
」
の
墓
を

作
っ
て
真
実
の
墓
を
隠
そ
う
と
し
た
よ
う
に
、
禅
譲
の
準
備
と
い
う
「

悪
」
を
隠

そ
う
と
し
た
、
と
曹
操
を
激
し
く
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。

毛
宗
崗
が
、
漢
を
滅
ぼ
す
準
備
を
実
際
の
簒
奪
以
上
に
「
偽
」
と
し
て
憎
ん
で

い
る
こ
と
は
、
毛
宗
崗
本
・
第
七
十
八
回
の
評
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
三
一
）

侍
中
の
陳
群
ら
は
、
「
漢
室
は
衰
微
し
て
す
で
に
久
し
く
、
殿
下
の
功
德

は
、
民
が
仰
ぎ
望
む
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
孫
權
が
自
ら
臣
下
の
礼
を

と
っ
て
帰
順
し
て
き
た
の
は
、
天
の
人
も
と
も
に
、
殿
下
を
天
子
に
仰
ご
う

と
す
る
し
る
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。
殿
下
は
天
命
に
応
じ
、
早
々
に
大
位
を
正

さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
【
荀
彧
と
荀
攸
に
は
ま
だ
良
心
が
あ
っ
た

と
追
憶
さ
せ
る
言
葉
だ
。
】
曹
操
は
笑
い
な
が
ら
、
「
わ
し
は
長
年
漢
に
仕

え
、
民
に
も
功
徳
を
施
し
て
き
た
と
は
い
え
、
王
と
い
う
位
に
就
き
、
人
臣

を
極
め
た
以
上
、
他
に
は
も
う
望
み
な
ど
な
い
。
も
し
わ
し
に
天
命
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
わ
し
は
周
の
文
王
と
な
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
【
は
っ
き
り
し
な

い
態
度
で
漢
を
簒
奪
す
る
こ
と
を
、
曹
丕
に
押
し
つ
け
て
い
る
。
】

毛
宗
崗
は
、
曹
操
が
自
ら
漢
の
簒
奪
を
行
わ
ず
、
息
子
の
曹
丕
に
託
し
た
こ
と

を
「
は
っ
き
り
し
な
い
態
度
」
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
毛
宗
崗
は
、
「
分
香
賣

履
」
の
場
面
を
、
禅
譲
を
計
画
し
な
が
ら
、
あ
え
て
遺
言
を
せ
ず
、
香
を
分
け
る

と
い
う
善
行
に
よ
り
、
そ
の
野
望
を
隠
し
た
こ
と
が
「
偽
」
に
他
な
ら
な
い
、
と

曹
操
を
非
難
す
る
目
的
で
書
き
加
え
た
の
で
あ
る
。

曹
操
の
「
偽
」
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
「
偽
」
と
し
て
行
っ
た
「
分
香
賣

履
」
が
善
行
で
あ
る
と
、
よ
り
効
果
が
あ
が
る
。
毛
宗
崗
本
が
著
さ
れ
た
時
代
に

お
い
て
、
「
分
香
賣
履
」
が
、
陸
機
の
述
べ
る
よ
う
な
女
々
し
い
行
為
で
は
な

く
、
む
し
ろ
善
行
で
あ
っ
た
、
と
読
者
に
認
識
さ
せ
る
た
め
に
は
、
香
を
分
け
る

相
手
の
設
定
を
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
陸
機
の
文
で
は
「
夫
人
」
と
な
っ
て
い

る
香
を
分
け
る
相
手
を
「
侍
妾
」
に
変
え
た
の
は
、
「
夫
人
」
よ
り
も
「
侍
妾
」

に
香
を
分
け
る
こ
と
に
、
さ
ら
な
る
善
行
と
認
識
で
き
る
効
果
が
あ
っ
た
た
め
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
か
る
視
座
よ
り
、
明
清
時
代
に
お
け
る
妾
の
遺
贈
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、

香
を
分
与
す
る
相
手
を
「
侍
妾
」
に
書
き
換
え
た
目
的
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

三
、
妾
へ
の
遺
贈
に
込
め
ら
れ
る
愛

毛
宗
崗
は
、
陸
機
の
「
弔
魏
武
帝
文
」
に
お
い
て
、
「
餘
香
可
分
與
諸
夫
人

（
余
っ
た
香
は
夫
人
た
ち
に
分
け
て
よ
い
）
」
と
あ
る
箇
所
を
、
「
分
賜
諸
侍
妾

（
侍
妾
た
ち
に
分
け
与
え
た
）
」
と
書
き
換
え
た
。
曹
操
が
香
を
分
け
与
え
よ
う

と
し
た
相
手
を
「
夫
人
」
で
は
な
く
「
侍
妾
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
夫
人
」
と

は
、
妻
の
こ
と
で
あ
り
、
「
侍
妾
」
と
は
、
妾
の
こ
と
で
あ
る
。
妻
に
香
を
分
け

（
三
二
）

与
え
る
こ
と
と
、
妾
に
分
け
与
え
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
夫
が
死
亡
し
た
後
の
妻
と
妾
の
財

産
権
の
あ
り
方
が
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
夫
が
死
亡
し
た
後
の
妻
の
財
産
権
に
つ

い
て
、
『
明
會
典
』
巻
二
十
に
、

（
三
三
）

凡
婦
人
夫
亡
無
子
、
守
志
者
、
合
承
夫
分
。
須
憑
族
長
擇
昭
穆
相
當
之
人
継

嗣
。
其
改
嫁
者
、
夫
家
財
産
及
原
有
粧
奩
、
並
聽
前
夫
之
家
爲
主
。

お
よ
そ
婦
人
で
夫
が
死
亡
し
息
子
が
な
く
、
守
節
を
す
る
者
は
、
夫
の
分
の

財
産
を
承
け
る
。
族
長
に
昭
穆
相
当
な
る
も
の
を
選
ん
で
も
ら
い
継
嗣
を
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
婚
す
る
者
は
、
夫
の
家
の
財
産
並
び
に
嫁
ぐ
際

に
持
っ
て
出
た
粧
奩
は
、
前
夫
の
家
の
持
ち
物
と
す
る
こ
と
を
許
す
。

と
あ
る
。
『
明
會
典
』
は
、
夫
の
死
後
、
妻
に
後
継
ぎ
と
な
る
子
供
が
い
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
守
節
を
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
夫
に
属
し
て
い
た
財
産
の
所
有

毛宗崗本『三国志演義』に描かれた曹操臨終の場面について



- 189 -

権
は
妻
が
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
同
様
の
条
文
は
、
毛
宗
崗
の
生
き
た
清
代

（
三
四
）

に
発
布
さ
れ
た
『
大
清
律
例
』
の
中
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
『
大
明
令
』
戸
令
に

（
三
五
）

は
、

（
三
六
）

凡
婦
人
夫
亡
無
子
、
守
志
者
、
合
承
老
分
。
須
憑
族
長
擇
昭
穆
相
當
之
人
継

嗣
。
其
改
嫁
者
、
夫
家
財
産
及
原
有
粧
奩
、
並
聽
前
夫
之
家
爲
主
。

お
よ
そ
婦
人
で
夫
が
死
亡
し
息
子
が
な
く
、
守
節
を
す
る
者
は
、
養
老
分
の

財
産
を
承
け
る
。
族
長
に
昭
穆
相
当
な
る
も
の
を
選
ん
で
も
ら
い
継
嗣
を
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
婚
す
る
者
は
、
夫
の
家
の
財
産
並
び
に
嫁
ぐ
際

に
持
っ
て
出
た
粧
奩
は
、
前
夫
の
家
の
持
ち
物
と
す
る
こ
と
を
許
す
。

と
明
記
さ
れ
、
夫
の
死
後
、
守
節
す
る
妻
に
は
、
「
養
老
分
」
と
表
記
さ
れ
る
生

き
て
い
く
た
め
の
生
活
費
を
渡
す
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
の
中
の
「
凡
婦
人
夫
亡
無
子
」
の
「
婦
人
」
と
い

う
用
語
に
、
妾
を
含
む
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
華
民
国
初
期
の

最
高
法
院
で
あ
る
大
理
院
で
下
さ
れ
た
判
決
文
の
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
大
理
院
判
決
例
」
の
六
年
上
字
第
一
八
四
号
に
、

（
三
七
）

尋
繹
律
意
、
所
謂
夫
亡
無
子
、
守
志
之
婦
人
、
自
指
正
妻
而
言
、
故
亦
惟
正

妻
、
始
可
承
受
其
夫
応
得
之
分
。
妾
則
當
然
不
在
此
限
。

律
（
『
大
清
律
例
』
）
の
意
を
鑑
み
る
に
、
こ
こ
で
言
う
夫
が
死
亡
し
守
節

を
す
る
、
息
子
の
い
な
い
婦
人
と
は
、
自
ず
か
ら
正
妻
を
指
し
て
言
う
の
で

あ
り
、
故
に
ま
た
正
妻
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
夫
の
得
る
べ
き
分
を

承
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
妾
は
当
然
そ
こ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。

と
書
か
れ
て
お
り
、
『
大
清
律
例
』
に
お
け
る
「
婦
人
」
と
は
、
妻
だ
け
を
指

し
、
妾
は
そ
れ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
三
八
）

以
上
の
よ
う
に
、
妻
は
、
継
嗣
と
な
る
子
供
が
い
な
く
て
も
、
守
節
を
す
れ

ば
、
継
嗣
が
立
て
ら
れ
る
ま
で
の
間
で
は
あ
る
が
、
夫
の
残
し
た
財
産
の
所
有
権

を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
生
活
費
と
し
て
の
養
老
財
産
を
受
け
取
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
清
の
律
に
は
、
主
人
を
亡
く
し
た
妾
の
財
産
権

に
関
す
る
条
文
は
な
く
、
妾
は
主
人
の
財
産
を
受
け
取
る
正
規
の
権
利
を
有
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
三
九
）

た
だ
し
、
妾
は
、
主
人
の
死
後
、
扶
養
さ
れ
る
権
利
は
有
し
て
い
た
。
主
人
の

死
後
、
妻
は
妾
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
い
、
継
嗣
が
い
れ
ば
、
継
嗣
が
妾
を
扶
養

す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
大
理
院
判
決
例
」
の
八
年

（
四
〇
）

上
字
第
五
七
五
号
に
、

爲
人
妾
者
、
於
其
家
長
故
後
、
対
於
家
長
之
家
屬
、
雖
得
請
求
扶
養
、
要
必

以
孀
居
守
志
爲
要
件
。
若
不
能
孀
守
、
即
不
得
有
請
求
扶
養
之
權
利
。

妾
は
、
家
長
の
死
亡
後
、
家
長
の
家
属
に
対
し
て
、
扶
養
し
て
も
ら
う
権
利

を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
守
節
を
す
る
こ
と
を
要
件
と

す
る
。
も
し
守
節
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
扶
養
の
権
利
を
要
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
あ
る
よ
う
に
、
妾
は
、
守
節
を
し
て
家
に
留
ま
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
死
ん

だ
主
人
の
財
産
を
引
き
継
い
だ
者
に
扶
養
さ
れ
る
と
い
う
権
利
を
有
し
て
い
た
。

「
大
理
院
判
決
例
」
の
四
年
上
字
第
一
六
九
一
号
に
は
、

妾
媵
爲
家
屬
之
一
員
。
若
其
家
長
亡
故
、
則
承
継
人
或
其
他
管
理
遺
産
之

人
、
當
然
対
之
負
養
贍
之
義
務
。
不
能
逼
令
改
嫁
或
逐
出
不
顧
。

妾
媵
は
家
属
の
一
員
で
あ
る
。
も
し
家
長
が
死
亡
す
れ
ば
、
承
継
人
あ
る
い

は
遺
産
を
管
理
す
る
他
の
者
が
、
当
然
こ
れ
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
。
強

制
的
に
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
追
い
出
し
て
世
話
を
し
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

と
あ
り
、
妾
を
強
制
的
に
再
婚
さ
せ
た
り
、
追
い
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
て
い
た
。
主
人
が
死
ん
だ
後
の
妾
の
生
活
は
、
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
「
大
理
院
判
決
例
」
の
十
年
上
字
第
四
四
九
号
に
、

妾
爲
家
屬
、
於
夫
亡
後
、
固
以
與
妻
同
居
、
受
妻
之
監
督
爲
原
則
。
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妾
は
家
属
で
あ
る
た
め
、
夫
の
死
亡
後
、
も
と
よ
り
妻
と
同
居
し
、
妻
の
監

督
を
受
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
妾
は
妻
と
同
居
し
、
妻
の
も
と
で
生
活
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
妻
が
、
夫
の
愛
情
を
受
け
て
い
た
妾
を
扶
養

す
る
こ
と
は
、
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
明
）
呉
寛
『
家
藏
集
』
巻
六
十
六

「
顧
恭
人
鄒
氏
墓
記
」
に
は
、

（
四
一
）

顧
恭
人
鄒
氏
は
、
故
進
士
贈
監
察
御
史
の
巽
の
妻
で
あ
る
。
現
在
の

贑
州
知

府
某
の
妻
と
、
工
部
都
水
司
郎
中
の
余
慶
の
母
で
あ
る
。
…
…
あ
る
時
、
顧

公
が
家
に

戻
る
と
若
い
侍
女
が
い
た
。
恭
人
に
尋
ね
る
と
、
「
わ
た
く
し
は

以
前
よ
り
あ
な
た
に
妾
を
納
れ
て
子
供
を
多
く
作
っ
て
欲
し
い
と
お
願
い
し

て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
む
す
め
が
そ
う
な
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
後
に
顧
公

は
御
史
と
な
り
任
地
で
あ
る
山
東
へ
行
っ
た
。
奸
を
摘
発
し
貪
欲
な
る
輩
た

ち
を
次
々
に
捕
ら
え
、
名
声
は
高
ま
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
恭
人
は
人
の
恨
み

を
買
う
こ
と
を
恐
れ
、
一
日
中
家
に
鍵
を
か
け
人
と
の
往
来
を
避
け
た
。
顧

公
が
亡
く
な
る
ま
で
人
と
の
争
い
も
な
く
平
穏
無
事
で
あ
っ
た
の
は
、
恭
人

の
賢
智
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
恭
人
は
も
と
も
と
嫉
妬
を
せ
ず
、
家
財
道

具
や
衣
服
な
ど
み
な
自
分
と
同
じ
も
の
を
妾
に
も
与
え
、
妾
が
生
ん
だ
子
女

に
対
し
て
も
自
身
が
生
ん
だ
子
供
の
よ
う
に
面
倒
を
み
た
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
進
士
贈
監
察
御
史
で
あ
っ
た
顧
公
の
妻
で
「
賢
智
」
を
称
え
ら
れ
て
い

た
鄒
氏
が
、
顧
公
の
死
亡
後
も
、
妾
に
対
し
て
家
財
道
具
や
衣
服
な
ど
み
な
自
分

と
同
じ
も
の
を
与
え
た
こ
と
が
賞
讃
さ
れ
て
い
る
。
夫
の
死
亡
後
に
妾
を
虐
待
せ

ず
、
面
倒
を
み
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
鄒
氏
の
行
い
は
、
栄
え
あ
る
も
の
と
し
て
賞
讃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

妻
が
妾
の
人
格
を
尊
重
し
、
扶
養
す
る
こ
と
は
決
し
て

容
易
で
は
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
妾
が
主
人
の
財
産
の
一
部
を
受
け
取
る
例
外
が
あ
っ
た
。
そ
れ

（
四
二
）

は
、
妾
が
財
産
を
管
理
す
る
よ
う
に
と
の
遺
言
を
主
人
が
残
し
た
場
合
で
あ
る
。

（
四
三
）

「
大
理
院
判
決
例
」
七
年
上
字
第
一
二
二
○
号
に
、

（
四
四
）

被
承
継
人
亡
故
後
、
未
立
継
前
、
其
所
有
遺
産
、
雖
非
被
承
継
人
之
妾
當
然

有
管
理
權
、
但
経
被
承
継
人
遺
囑
指
定
管
理
遺
産
、
或
並
無
其
他
有
權
管
理

之
人
、
亦
応
認
妾
有
管
理
遺
産
之
權
。

被
承
継
人
死
亡
後
、
継
嗣
が
立
て
ら
れ
る
ま
で
、
現
存
す
る
遺
産
は
、
被
承

継
人
の
妾
が
当
然
に
管
理
権
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
被
承
継

人
が
遺
言
に
よ
っ
て
妾
が
遺
産
を
管
理
す
る
よ
う
指
定
し
て
い
た
場
合
、
ま

た
そ
の
他
に
管
理
権
を
有
す
る
者
が
ま
っ
た
く
い
な
い
時
に
は
、
妾
が
遺
産

を
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

と
あ
り
、
「
大
理
院
判
決
例
」
十
年
上
字
第
五
三
九
号
に
、

妾
対
於
家
主
遺
産
、
固
無
當
然
承
受
、
或
分
析
之
權
。
然
家
主
於
自
有
財
産

相
當
範
囲
内
、
以
遺
贈
行
爲
授
與
其
妾
、
則
非
法
所
不
許
。

妾
は
家
の
主
人
の
遺
産
に
対
し
て
、
も
と
よ
り
当
然
に
遺
産
を
継
承
す
る
、

あ
る
い
は
分
与
を
受
け
る
権
利
は
な
い
。
し
か
し
家
の
主
人
の
私
産
の
範
囲

内
で
あ
れ
ば
、
遺
贈
に
よ
っ
て
妾
に
与
え
る
こ
と
は
、
法
の
許
さ
ぬ
と
こ
ろ

で
は
な
い
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
被
承
継
人
の
死
亡
後
、
継
嗣
が
立
て
ら
れ
る
ま
で
、
本

来
、
妾
が
管
理
権
を
持
た
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
例
外
と
し
て
、
妾
が

遺
産
を
管
理
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
し
、
と
述
べ
て
い
る
。

遺
言
は
、
「
遺
命
」
・
「
遺
令
」
・
「
遺
囑
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
死
に
行
く
者
の
意

志
を
尊
重
す
る
行
為
と
し
て
、
周
代
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
。
仁
井
田
陞
氏
に
よ

れ
ば
、
南
宋
の
裁
判
記
録
集
『
名
公
書
判
清
明
集
』
に
は
、
遺
言
は
専
ら
「
遺

（
四
五
）

囑
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
内

容
は
、
身
分
上
の
行
為
（
継
嗣
を
誰

に
す
る
か
）
と
財
産
に
関
す
る
も
の
で
、
遺
言
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
家

長
だ
け
に
限
ら
れ
た
。
遺
言
で
誰
に
渡
す
か
指
定
で
き
る
財
産
は
、
家
長
自
身
の

私
産
で
、
か
つ
財
産
承
継
人
が
自
分
し
か
い
な
い
場
合
に
の
み
、
緦
麻
以
上
の
親
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族
に
限
定
し
て
遺
贈
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
言
に
よ

る
財
産
贈
与
に
は
、
多
く
の
条
件
が
付
い
て
い
た
た
め
、
妾
に
遺
贈
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
先
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
妾
が
財
産
の
管
理
に
当
た
る
事
例
は
、
よ
ほ
ど

の
理
由
が
あ
る
場
合
の
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
妾
が
子
供
を
生
ん
で
い
る
場
合
、
例
外
的
に
主
人
の
財
産
の
一
部
を
受

け
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
清
代
の
裁
判
記
録
に
は
、
子
供
の
い
る
妾
に
、
死
亡
し

た
主
人
の
財
産
の
一
部
を
渡
し
た
記
録
が
あ
る
。
清
の
光
緒
年
間
に
陝
西
省
で
知

県
の
任
に
あ
っ
た
樊
増
祥
（
一
八
四
六
～
一
九
三
一
年
）
が
ま
と
め
た
裁
判
記
録

文
書
『
樊
山
政
書
』
巻
五
に
収
録
さ
れ
る
「
批
蒲
城
県
陳
令
稟
（
蒲
城
県
の
陳
県

令
が
処
理
に
あ
た
っ
た
訴
状
に
回
答
し
た
裁
判
処
理
記
録
）
」
に
は
、

（
四
六
）

據
稟
、
已
悉
叙
述
趙
氏
家
事
、
歴
歴
如
繪
。
此
案
可
不
訊
而
結
也
。
趙
鼎
五

作
令
中
州
故
。
後
遺
一
妻
一
妾
一
子
。
子
爲
妾
出
。
在
汴
時
即
以
争
財
搆

衅
、
經
同
郷
官
秉
公
分
析
妻
妾
與
子
各
六
千
金
、
葬
費
一
千
嫡
庶
各
存
五

百
。

上
申
書
に
よ
り
、
す
で
に
趙
氏
の
家
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
全
貌
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
案
件
は
こ
れ
以
上
調
査
す
る
必
要
は
な
く
結
審
し
て

い
る
。
趙
鼎
五
は
県
令
の
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
中
州
で
死
亡
し
た
。
の
ち

に
妻
と
妾
と
息
子
が
残
さ
れ
た
。
息
子
は
妾
が
生
ん
だ
子
供
で
あ
る
。
汴
に

い
た
時
に
す
ぐ
に
財
産
分
与
に
関
す
る
争
い
と
な
っ
た
た
め
、
同
郷
の
官
が

妻
妾
と
息
子
の
そ
れ
ぞ
れ
に
六
千
金
ず
つ
分
け
、
（
趙
鼎
五
の
）
埋
葬
費
用

の
一
千
金
と
し
て
妻
と
妾
そ
れ
ぞ
れ
に
五
百
金
を
残
し
て
お
く
よ
う
に
さ
せ

た
。

と
あ
り
、
子
供
の
い
る
妾
が
、
妻
と
同
額
の
財
産
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
正
妻
に
子
は
な
く
、
妾
に
の
み
に
子
が
あ
っ
た
た

（
四
七
）

め
、
妾
へ
の
財
産
分
与
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
正
妻
側
に
は
到
底

容
認
で
き
る
財
産
分
与
で
は
な
か
っ
た
。
妾
に
は
財
産
分

与
が
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
原
則
が
明
清
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ

う
。以
上
の
よ
う
に
、
主
人
の
死
後
、
妾
が
財
産
を
受
け
取
る
こ
と
は
、
原
則
と
し

て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
行
わ
れ
た
妾
へ
の
遺
贈
は
、
妾
の
行
く
末

を
案
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
動
機
は
主
人
の
妾
へ
の
愛
情
に
あ
っ

た
。
（
清
）
李
漁
・
陳
百
峰
『
千
古
奇
聞
』
巻
六
・
土
集
・
副
室
類
「
死
不
負

遺
」
と
い
う
随
筆
に
は
、

（
四
八
）

王
氏
は
、
名
を
菊
香
と
い
い
、
新
安
衛
の
舎
人
管
竽
の
妾
で
あ
る
。
竽
は
病

気
で
死
ぬ
際
、
密
か
に
（
王
氏
に
）
金
を
渡
し
た
が
、
こ
れ
を
知
る
も
の
は

誰
一
人
い
な
か
っ
た
。
家
の
者
は
王
氏
に
子
供
が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

よ
そ
へ
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
。
王
氏
は
号
泣
し
て
、
「
天
よ
。
わ
た
し
は
賤

し
い
身
分
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
節
を
守
ら
ず
に
主
君
に
背
い
て
そ
れ

に
耐
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
し
ば
ら
く

し
て
服
喪
期
間
が
終
わ
ろ
う
と
い
う
こ
ろ
、
自
分
の
身
を
保
つ
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
悟
り
、
（
王
氏
は
）
他
に
こ
と
寄
せ
て
、
棺
と
経
帷
子
を
準
備

し
た
。
そ
し
て
密
か
に
毒
を
飲
む
と
、
家
の
者
た
ち
一
人
一
人
に
謹
ん
で
別

れ
の
言
葉
を
述
べ
た
。
（
王
氏
は
）
竽
が
遺
し
た
金
を
取
り
出
し
、
家
の
者

た
ち
に
正
妻
の
生
ん
だ
子
供
の
扶
養
を
頼
ん
だ
。
家
の
者
た
ち
は
急
い
で
王

氏
を
助
け
よ
う
と
し
た
が
、
王
氏
は
目
を
見
開
い
て
、
「
わ
た
し
が
や
る
べ

き
事
は
終
わ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
っ
と
し
て
お
い
て
下
さ
い
」
と
言
っ

た
。
（
王
氏
は
）
つ
い
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
周
怡
（
号
、
訥
溪
）
が
こ
れ

（
四
九
）

を
伝
え
た
。

と
あ
る
。
小
説
よ
り
も
社
会
の
実
態
に
近
い
で
あ
ろ
う
随
筆
の
『
千
古
奇
聞
』
で

は
、
主
人
が
財
産
継
承
権
の
な
い
妾
に
金
を
渡
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
子
の

な
い
妾
の
王
氏
が
自
分
の
死
後
に
は
嫁
が
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
主
人
の
管
竽
は
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
氏
が
自
立
し
て
い
け
る
だ
け
の
金
を
こ
っ
そ
り
と
渡
し
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た
。
王
氏
は
、
そ
こ
に
管
竽
の
愛
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
愛
に
応
え
る
た

め
、
命
を
棄
て
、
自
分
の
養
老
の
た
め
に
残
さ
れ
た
金
で
正
妻
の
子
を
養
っ
て
欲

し
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。

『
千
古
奇
聞
』
に
は
、
李
漁
か
陳
百
峰
の
評
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
、

（
五
〇
）

陳
百
峰
氏
が
言
う
に
は
、
管
竽
が
亡
く
な
る
時
に
あ
た
っ
て
、
密
か
に
菊
香

に
金
を
与
え
た
の
に
は
、
二
つ
の
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う
。
一
つ
に
は
菊
香

を
愛
し
て
い
た
の
で
密
か
に
多
く
の
金
を
遺
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら

で
、
一
つ
に
は
菊
香
を
誘
っ
て
明
ら
か
に
殉
じ
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
思
い
は
実
に
深
い
も
の
で
は
な
い
か
。
菊
香
は
毒
を
あ
お
り
遺

し
て
も
ら
っ
た
金
を
出
し
て
、
家
の
者
た
ち
に
嫡
子
の
扶
養
を
頼
ん
だ
が
、

こ
れ
は
竽
の
意
志
の
大
方
を
受
け
継
い
だ
行
動
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
竽
が

菊
香
に
ゆ
だ
ね
た
二
つ
の
選
択
肢
に
お
い
て
、
菊
香
の
行
動
は
決
し
て
天
と

敬
う
竽
に
背
い
た
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
、
陳
百
峰
の
評
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
陳
百
峰
も
ま
た
、
菊
香
へ
の
遺
贈

は
、
管
竽
の
愛
情
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
妾
へ
の
遺
贈

は
、
主
人
が
ど
れ
だ
け
妾
を
愛
お
し
く
思
い
、
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
か
を
表
す

善
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
陸
機
が
著
し
た
「
弔
魏
武
帝
文
」
で
は
、
香
を
分
け
た
相
手

は
「
夫
人
」
だ
っ
た
が
、
毛
宗
崗
本
は
、
そ
れ
を
「
侍
妾
」
に
改
め
た
。
「
夫

人
」
す
な
わ
ち
妻
で
あ
れ
ば
、
名
香
と
い
う
財
産
を
分
与
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
し
か
し
、
通
常
、
財
産
を
分
与
さ
れ
な
い
「
侍
妾
」
す
な
わ
ち
妾
に
対
す
る

分
与
と
な
れ
ば
、
曹
操
の
「
分
香
」
は
残
さ
れ
た
妾
た
ち
に
向
け
た
愛
情
表
現
と

な
る
。
財
産
継
承
権
の
な
い
不
安
定
な
立
場
に
あ
っ
た
妾
に
対
す
る
遺
贈
行
為

は
、
愛
情
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
正
規
の
財
産
継
承
権
を
有
し
て
い

た
妻
に
対
す
る
場
合
よ
り
も
、
善
行
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
、
と
い
う
明
清
時
代

の
社
会
通
念
を
小
説
の
表
現
技
巧
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
社
会

通
念
が
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
読
者
は
、
曹
操
の
「
分
香
賣
履
」
の
場
面

を
読
ん
だ
時
に
、
香
を
分
け
た
相
手
が
「
侍
妾
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
「
夫
人
」

で
あ
る
場
合
よ
り
も
、
一
層
善
い
行
い
と
し
て
理
解
し
得
た
。
し
か
も
そ
れ
が

「
偽
」
で
あ
る
こ
と
を
、
毛
宗
崗
は
総
評
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
。
「
古
本
」

と
し
て
『
文
選
』
の
名
文
を
取
り
入
れ
、
そ
の
字
句
を
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
毛

宗
崗
本
は
、
明
清
時
代
に
財
産
分
与
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
妾
に
対
す
る

社
会
通
念
を
利
用
し
、
「

悪
役
」
曹
操
の
「
偽
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

毛
宗
崗
本
が
、
曹
操
の
香
を
分
け
る
行
為
に
伴
う
善
行
を
、
「
妻
」
を
「
妾
」

に
改
め
る
こ
と
で
一
層
高
め
て
描
こ
う
と
し
た
理
由
は
、
第
七
十
八
回
の
総
評
の

中
で
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
曹
操
の
遺
言
は
す
べ
て
、
曹
操
の
「
偽
」
な
る

性
格
を
顕
著
に
表
す
も
の
で
、
簒
奪
の
野
望
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
口
に
は
出
さ

ず
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
て
香
を
分
け
る
こ
と
を
持
ち
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
毛
宗
崗
本
は
、
臨
終
の
場
面
に
お
け
る
曹

操
を
、
禅
譲
に
よ
る
簒
奪
と
い
う
許
し
難
い
「
大

悪
」
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
隠
そ

う
と
す
る
極

悪
人
と
し
て
描
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
毛
宗
崗
本
は
、
人
々
が
心

か
ら
感
心
し
、
深
い
同
情
を
寄
せ
て
く
れ
そ
う
な
行
い
に
よ
っ
て
、
禅
譲
を
目
指

す
野
望
を
隠
し
て
人
を
欺
く
、
と
い
う
曹
操
の
ず
る
賢
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、

香
を
分
け
る
行
為
を
付
加
し
、
妻
を
妾
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

毛
宗
崗
本
は
、
曹
操
の
「
偽
」
を
強
調
す
る
た
め
に
、
臨
終
場
面
に
禅
譲
を
隠

す
曹
操
の
「

悪
」
を
暴
き
、
善
玉
劉
備
と

悪
玉
曹
操
と
い
う
人
物
像
を
描
き
分
け

よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
妾
へ
の
遺
贈
に
対
す
る
明
清
時
代
の
社
会
通
念
を

利
用
し
た
。
こ
う
し
て
曹
操
臨
終
の
場
面
は
、
曹
操
の
極

悪
非
道
ぶ
り
が
鮮
明
に
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描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

《
注
》

（
一
）
仙
石
知
子
「
毛
宗
崗
本
『
三
国
志
演
義
』
に
描
か
れ
た
女
性
の
義
─
─
貂
蝉
の
事
例
を
中

心
と
し
て
─
─
」（
三
国
志
学
会
（
編
）『
狩
野
直
禎
先
生
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
三
国

志
学
会
、
二
○
○
八
年
）。

（
二
）『
三
国
志
演
義
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
中
川
諭
『『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』（
汲

古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
三
）
「
毛
宗
崗
本
」
は
、
一
九
五
三
年
刊
行
の
作
家
出
版
社
の
排
印
本
を
使
用
し
、
沈
伯
本

（
校
理
）『
三
国
演
義
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
四
）「
李
卓
吾
本
」
は
、
陳
翔
華
（
編
）『
南
京
蔵
李
卓
吾
評
本
三
国
志
』（
全
国
図
書
館
文
献

縮
微
復
制
中
心
、
二
○
○
五
年
）
を
使
用
し
た
。

（
五
）
六
つ
の
場
面
の
う
ち
、
曹
操
の
娘
の
曹
皇
后
が
漢
の
簒
奪
に
抵
抗
す
る
場
面
と
、
劉
備
の

妻
で
あ
る
孫
夫
人
が
殉
死
す
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
注
（
一
）
所
掲
仙
石
論
文
で
考
察
し
て

い
る
。

（
六
）
金
文
京
『
三
国
志
演
義
の
世
界
』
（
東
方
書
店
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。
ま
た
、
金
氏

は
、
毛
宗
崗
が
凡
例
で
俗
本
を
『
演
義
』、
自
ら
の
古
本
を
『
三
国
志
』
と
呼
び
分
け
て
い

る
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
。
な
お
、
明
清
小
説
に
お
け
る
「
古
本
」
と
い
う
用
語
の
使
用

法
に
つ
い
て
は
、
小
川
環
樹
『
三
国
志
』
第
一
冊
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）「
解
説
」

を
参
照
。

（
七
）
堀
敏
一
『
曹
操
─
─
三
国
志
の
真
の
主
人
公
』（
刀
水
書
房
、
二
○
○
一
年
）
一
四
九
頁

～
一
五
○
頁
、
参
照
。

（
八
）

ａ

吾
夜
半
覺
小
不
佳
。
至
明
日
、
飮
粥
汗
出
、
服
當
歸
湯
。
吾
在
軍
中
持
法
是
也
。
至
千

小
忿
怒
、
大
過
失
。
不
當
效
也
。

ｂ天
下
尚
未
安
定
、
未
得
遵
古
也
。

ｃ吾
有
頭
病
、
自
先
著

幘
。
吾
死
之
後
、
持
大
服
如
存
時
。
勿
遺
。

ｂ

百
官
當
臨
殿
中
者
、
十
五
擧
音
。
葬
畢
便
除

服
。
其
將
兵
屯
戍
者
、
皆
不
得
離
屯
部
。
有
司
各
率
乃
職
。

ｄ

斂
以
時
服
、
葬
于
鄴
之
西
岡

上
、
與
西
門
豹
祠
相
近
。
無
藏
金
玉
珍
寶
。

ｅ

吾
婢
妾
與
伎
人
皆
勤
苦
、
使
著
銅
雀
臺
、
善

待
之
。
于
臺
堂
上
安
六
尺
牀
、
施
繐
帳
、
朝
晡
上
脯
糒
之
屬
。
月
旦
十
五
日
、
自
朝
至
午
、

輒
向
帳
中
作
伎
樂
。
汝
等
時
時
登
銅
雀
臺
、
望
吾
西
陵
墓
田
。

ｆ

餘
香
可
分
與
諸
夫
人
。
不

命
祭
。

ｇ

諸
舍
中
無
所
爲
、
可
學
作
組
履
賣
也
。

ｈ

吾
歴
官
所
得
綬
、
皆
著
藏
中
。
吾
餘
衣

裘
、
可
別
爲
一
藏
。
不
能
者
、
兄
弟
可
共
分
之
。（（
清
）
厳
可
均
（
輯
）『
全
三
国
文
』
巻

三
・
魏
武
帝
「
遺
令
」）。

（
九
）
ｆ
と
ｇ
の
間
に
あ
る
「
不
命
祭
」
は
、
厳
可
均
が
挙
げ
て
い
る
①
～
⑬
の
書
物
に
は
見
ら

れ
な
い
。（
宋
）
郭
茂
倩
（
輯
）『
樂
府
詩
集
』
巻
三
十
一
の
張
正
見
「
銅
雀
臺
」
に
、「
一

曰
、
銅
雀
妓
鄴
都
故
事
曰
、
魏
武
帝
遺
命
諸
子
曰
、
吾
死
之
後
、
葬
於
鄴
之
西
岡
上
與
西
門

豹
祠
相
近
、
無
藏
金
玉
珠
寶
。
餘
香
可
分
諸
夫
人
、
不
命
祭
。（
以
下
省
略
）」
と
あ
り
、
厳

可
均
は
こ
れ
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
一

〇
）
二
十
五
年
春
正
月
、
至
洛
陽
。
權
撃
斬
羽
、
傳
其
首
。
庚
子
、
王
崩
于
洛
陽
、
年
六
十

六
。
遺
令
曰
、「
天
下
尚
未
安
定
、
未
得
遵
古
也
。
葬
畢
、
皆
除
服
。
其
將
兵
屯
戍
者
、
皆

不
得
離
屯
部
、
有
司
各
率
乃
職
。
斂
以
時
服
、
無
蔵
金
玉
珍
宝
。
」
諡
曰
武
王
。
二
月
丁

卯
、
葬
高
陵
。

（
一
一）
王
子
敬
語
王
孝
伯
曰
、
羊
叔
子
自
復
佳
耳
、
然
亦
何
與
人
事
、
故
不
如
銅
雀
臺
上
妓
。
魏

武
遺
令
曰
、「
以
吾
妾
與
妓
人
皆
著
銅
雀
臺
上
、
施
六
尺
牀
、
繐
帳
、
月
朝
十
五
日
、
輒
使

向
帳
作
伎
。」

（
一
二
）
魏
武
臨
終
遺
令
曰
、「
天
下
尚
未
安
定
、
未
得
遵
古
。
百
官
臨
殿
中
者
、
十
五
擧
音
。
葬

畢
便
除
服
、
其
將
兵
屯
戍
者
、
不
得
離
部
。」
帝
以
正
月
庚
子
崩
、
辛
丑
即
殯
。
是
月
丁
卯

葬
、
葬
畢
反
吉
、
是
爲
不
踰
月
也
。

（
一

三
）
魏
武
帝
遺
詔
、「
百
官
當
臨
殿
中
者
、
十
五
擧
音
。
葬
畢
便
除
。」
文
帝
崩
、
國
内
服
三

日
。

（
一
四）
向
帳
作
伎
。
魏
武
帝
遺
令
云
、
以
吾
妾
與
妓
女
皆
着
銅
雀
臺
、
於
臺
上
施
六
尺
帳
繐
、
月

朝
十
五
日
、
輒
使
向
帳
作
伎
。

（
一
五）
魏
武
遺
令
、
吾
婢
皆
勤
苦
、
使
着
銅
雀
臺
、
善
待
之
。

（
一
六）
魏
武
帝
遺
令
曰
、
汝
等
時
時
登
銅
雀
臺
、
望
吾
西
陵
墓
田
。

（
一
七）
魏
武
遺
令
曰
、
吾
有
頭
病
、
自
先
着
帽
幘
。
持
大
服
如
存
時
、
勿
遺
。
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（
一
八）
魏
武
帝
遺
令
曰
、
諸
舍
中
可
學
作
組
履
、
賣
之
。

（
一
九）
魏
武
遺
令
曰
、
吾
與
妓
女
皆
着
銅
雀
臺
上
、
施
六
尺
牀
、
練
帳
、
月
朝
十
五
、
輒
向
帳
作

樂
。

（
二
〇）
魏
武
遺
令
曰
、
銅
雀
臺
上
、
安
六
尺
牀
、
施
繐
帳
、
月
旦
十
五
日
、
向
帳
作
妓
。
汝
等
時

時
登
銅
雀
臺
、
望
吾
西
陵
墓
田
。

（
二
一）
魏
武
遺
令
曰
、
吾
夜
半
覺
小
不
佳
、
至
明
日
、
飮
粥
汗
出
、
服
當
歸
湯
。

（
二
二）『
晉
書
』
巻
五
十
四
陸
機
伝
に
基
づ
く
。
な
お
、
陸
機
の
生
涯
と
そ
の
文
学
作
品
に
つ
い

て
は
、
佐
藤
利
行
『
西
晉
文
学
研
究
─
─
陸
機
を
中
心
と
し
て
』
（
白
帝
社
、
一
九
九
五

年
）
が
あ
る
。

（
二
三）
元
康
八
年
、
機
始
以
臺
郎
、
出
補
著
作
、
游
乎
祕
閣
而
見
魏
武
帝
遺
令
。
愾
然
歎
息
、
傷

懷
者
久
之
（『
文
選
』
巻
六
十
弔
魏
武
帝
文
一
首
并
序
、
以
下
出
典
は
省
略
）。

（
二
四）
觀
其
所
以
顧
命
冡
嗣
、
貽
謀
四
子
、
經
國
之
略
既
遠
、
隆
家
之
訓
亦
弘
。
又
云
、
吾
在
軍

中
持
法
是
也
。
至
於
小
忿
怒
、
大
過
失
。
不
當
效
也
。
善
乎
。
達
人
之
讜
言
矣
。
持
姫
女
而

指
季
彪
、
以
示
四
子
曰
、
以
絫汝
、
因
泣
下
。
傷
哉
。
曩
以
天
下
自
任
、
今
以
愛
子
託
人
。

同
乎
盡
者
無
餘
、
而
得
乎
亡
者
無
存
。
然
而
婉
孌
房
闥
之
内
、
綢
繆
家
人
之
務
、
則
幾
乎
密

與
。
又
曰
、
吾
婕
妤
妓
人
、
皆
著
銅
爵
臺
。
於
臺
堂
上
施
八
尺
牀
繐
帳
、
朝
晡
上
脯
糒
之

屬
。
月
朝
十
五
、
輒
向
帳
作
妓
。
汝
等
時
時
登
銅
雀
臺
、
望
吾
西
陵
墓
田
。
又
云
、
餘
香
可

分
與
諸
夫
人
。
諸
舍
中
無
所
爲
、
學
作
履
組
賣
也
。
吾
歴
官
所
得
綬
、
皆
著
藏
中
。
吾
餘
衣

裘
、
可
別
爲
一
藏
。
不
能
者
、
兄
弟
可
共
分
之
。
既
而
竟
分
焉
。
亡
者
可
以
勿
求
、
存
者
可

以
勿
違
。

（
二

五
）
若
乃
繫
情
絫於
外
物
留
、
曲
念
於
閨
房
、
亦
賢
俊
之
所
宜
廢
乎
。
於
是
遂
憤
懣
而
獻
弔
云

爾
。

（
二
六）
惜
内
顧
之
纒
緜
、
恨
末
命
之
微
詳
。
紆
廣
念
於
履
組
、
塵
清
慮
於
餘
香
。

（
二
七）
矢
嶋
美
都
子
「
陸
機
の
「
魏
の
武
帝
を
弔
う
文
」
─
─
曹
操
の
遺
言
を
め
ぐ
っ
て
」（『
あ

あ
哀
し
い
か
な
─
─
死
と
向
き
合
う
中
国
文
学
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
陸
機

は
遊
宦
し
て
高
位
を
求
め
続
け
た
の
で
あ
り
、
堅
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
室
家
を
思
う
こ

と
を
作
品
や
遺
言
に
残
さ
な
か
っ
た
し
、
曹
操
の
遺
言
に
女
々
し
く
私
生
活
の
細
か
い
こ
と

が
残
さ
れ
て
い
る
の
に
憤
り
悲
し
み
を
覚
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
八）
或
見
曹
操
分
香
賣
履
之
令
、
以
爲
平
生
奸
偽
、
死
見
真
性
。
不
知
此
非
曹
操
之
真
、
乃
是

曹
操
之
偽
也
。
非
至
死
而
見
真
、
乃
至
死
而
猶
偽
也
。
臨
終
遺
命
、
有
大
於
禪
代
者
乎
。
乃

家
人
婢
妾
無
不
處
置
詳
盡
、
而
獨
無
一
語
及
禪
代
之
事
、
是
欲
使
天
下
後
世
、
信
其
無
簒
國

之
心
、
於
是
子
孫
蒙
其
悪
名
、
而
己
則
避
之
、
即
自
此
周
文
之
意
耳
。
其
意
欲
欺
盡
天
下
後

世
之
人
、
而
天
下
後
世
之
無
識
者
、
乃
遂
爲
其
所
欺
。
操
真
奸
雄
之
尤
哉
。
曹
操
平
生
無

真
、
至
死
猶
假
、
則
分
香
賣
履
是
也
。

（
二
九
）
石
井
仁
『
曹
操
－
魏
の
武
帝
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
○
○
○
年
）
は
、
曹
魏
の
建
国
を

息
子
の
曹
丕
に
委
ね
、
曹
丕
の
た
め
に
殊
礼
を
積
み
重
ね
て
禅
譲
へ
の
地
な
ら
し
を
し
て
お

く
曹
操
の
「
魏
武
輔
漢
の
故
事
」
が
、
禅
譲
の
手
本
と
さ
れ
、
北
宋
の
太
祖
で
あ
る
趙
匡
胤

が
即
位
す
る
九
六
○
年
ま
で
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
〇）
臨
終
無
真
、
死
後
猶
假
、
則
疑
塚
七
十
二
是
也
。
以
生
曹
操
欺
人
不
奇
、
以
死
曹
操
欺
人

則
奇
矣
。
以
一
假
曹
操
欺
人
不
足
奇
、
以
無
数
假
曹
操
欺
人
則
更
奇
矣
。
然
曹
操
之
死
、
以

假
混
真
、
雖
有
無
数
假
曹
操
、
其
中
却
有
一
真
曹
操
。
曹
操
之
生
、
有
假
無
真
、
人
只
見
得

一
假
曹
操
、
到
底
不
曾
認
得
一
真
曹
操
。
不
獨
死
曹
操
是
假
、
即
活
曹
操
亦
是
假
、
不
獨
假

曹
操
是
假
、
即
真
曹
操
亦
是
假
、
是
其
生
亦
幻
於
其
死
云
。

（
三

一
）
侍
中
陳
群
等
奏
曰
、
漢
室
久
已
衰
微
、
殿
下
功
德
巍
巍
、
生
靈
仰
望
。
今
孫
權
稱
臣
歸

命
、
此
天
人
之
應
、
異
氣
齊
聲
。
殿
下
宜
應
天
順
人
、
早
正
大
位
。【
令
人
追
思
荀
彧
、
荀

攸
尚
有
良
心
。】
操
笑
曰
、
吾
事
漢
多
年
、
雖
有
功
德
及
民
、
然
位
至
於
王
、
名
爵
已
極
、

何
敢
更
有
他
望
。
苟
天
命
在
孤
、
孤
爲
周
文
王
矣
。【
隱
然
以
簒
逆
之
事
、
留
與
曹
丕
。】

（
三
二）
侍
妾
は
、
姫
妾
・
小
妻
・
次
妻
と
も
言
い
、
妾
を
指
す
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陞
『
支
那
身
分
法
史
』（
の
ち
『
中
国
身
分
法
史
』）
座
右
寶

刊
行
社
、
一
九
四
二
年
、
七
二
○
頁
、
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一

九
六
七
年
）
五
五
七
頁
～
五
六
○
頁
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
妾
の
所
有
者
を
主
人
と

表
記
し
、
妻
の
配
偶
者
を
夫
と
表
記
す
る
。

（
三
三）
申
時
行
（
等
撰
）、
万
暦
重
修
『
明
會
典
』
巻
二
十
（
中
華
書
局
、
二
○
○
七
年
）。

（
三
四）
た
だ
し
、
そ
れ
は
継
嗣
で
あ
る
息
子
が
、
亡
父
の
所
有
し
て
い
た
財
産
を
承
継
す
る
の
と

は
異
な
る
。
継
嗣
が
立
て
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
妻
は
夫
の
代
わ
り
に
財
産
を
一
時
的
に
保
持

す
る
に
過
ぎ
ず
、
正
規
の
継
嗣
が
立
て
ら
れ
れ
ば
、
夫
の
財
産
所
有
権
は
、
す
べ
て
継
嗣
が
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有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
注
（

三
二）
所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
第
四
章
・
第
一
節
、
参
照
。

（
三
五）『
大
清
律
例
』
巻
八
・
戸
律
・
戸
役
・
立
嫡
子
違
法

（
三
六）『
大
明
令
』
戸
令
、
注
（

三
三）
所
掲
『
明
會
典
』
に
附
載
。

（
三
七）
こ
の
資
料
は
、
注
（

三
二）
所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
五
六
一
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
滋
賀
氏

に
よ
れ
ば
、
大
理
院
判
決
例
に
お
け
る
「
現
行
の
律
」
と
は
、『
大
清
律
例
』
の
こ
と
を
指

す
た
め
、
こ
の
大
理
院
判
決
例
は
、『
大
清
律
例
』
の
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、「
大

理
院
判
決
例
」
に
は
、
四
年
上
字
第
一
九
八
八
号
「
妾
之
身
分
、
非
妻
所
可
同
論
。
故
律

載
、
婦
人
夫
亡
無
子
、
守
志
、
合
承
夫
分
之
條
、
不
能
遽
予
援
用
。」
と
、
夫
の
得
る
べ
き

分
を
承
け
る
と
の
条
文
に
は
、
や
は
り
妾
が
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
述
べ
た
判
決
文
も
見
ら

れ
る
。

（
三
八）
な
お
、
滋
賀
氏
は
、
清
末
の
沈
家
本
が
、
こ
の
判
決
文
に
お
け
る
「
婦
人
」
に
妾
が
含
ま

れ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
注
（

三
二）

所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
五
七
三
頁
の
注
（

五
一）
参
照
。
ま
た
、
程
郁
『
清
至
民
国
蓄
妾
習
俗
之

変
遷
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）
一
五
五
頁
で
も
、『
大
清
律
例
』
の
条
文
に
お

け
る
「
婦
人
」
に
妾
が
含
ま
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
三
九
）
た
だ
し
、
宋
代
の
事
例
で
は
あ
る
が
、『
宋
刑
統
』
巻
十
二
・
戸
婚
律
・
卑
幼
私
用
財
に

は
、「
寡
妻
妾
無
男
者
、
承
夫
分
。」
と
い
う
条
文
が
見
え
る
が
、「
妾
」
の
字
は
後
人
の
加

筆
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
唐
宋
時
代
の
家

属
共
産
制
」（『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
）、
注
（

三
二
）
所
掲
滋

賀
氏
著
書
、
二
六
二
頁
の
注
（

一
六
）、
古
橋
紀
宏
「
養
老
戸
令
応
分
条
に
お
け
る
妾
の
取
得

分
に
つ
い
て
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
第
十
八
号
、
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
、
二
○
○
三

年
）
注
（
四
）
参
照
。

（
四
〇）
主
人
死
亡
後
の
妾
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
、
注
（

三
二）
所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
第
六
章
・

第
一
節
、
参
照
。
な
お
、
滋
賀
氏
は
、「
大
理
院
判
決
例
」
四
年
上
字
第
九
四
○
号
「
爲
人

妾
者
、
若
仍
爲
其
家
長
守
志
、
則
其
家
長
之
承
継
人
、
或
承
夫
分
之
婦
、
応
負
養
贍
之
義

務
。」
を
引
用
し
、「
妾
の
服
従
と
夫
の
扶
養
と
い
う
相
互
関
係
が
、
夫
の
死
後
は
、
こ
れ
に

代
位
す
る
妻
と
妾
の
間
に
移
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（
滋
賀
氏
、
五
六
四
頁
）

（
四
一）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
顧
恭
人
鄒
氏
、
爲
故
進
士
贈
監
察
御
史
巽
之
婦
。
今
致
仕
贑
州

知
府
□
（
不
明
）
之
妻
、
而
工
部
都
水
司
郎
中
餘
慶
之
母
也
。
…
…
他
日
、
公
歸
見
少
女

侍
。
問
之
曰
、
吾
嘗
請
于
公
欲
置
妾
以
冀
多
子
。
此
其
人
也
。
後
公
爲
御
史
出
廵
山
東
。
摘

奸
撃
貪
、
聲
聞
烈
烈
。
恭
人
恐
爲
怨
家
中
傷
、
終
日
鑰
門
不
通
人
蹟
。
而
公
卒
保
無
事
人
、

莫
不
賢
智
之
。
恭
人
素
不
妬
、
與
其
妾
處
服
用
必
與
已
等
、
而
侍
其
子
女
皆
若
已
出
。
な

お
、
恭
人
と
は
夫
が
四
品
官
の
場
合
に
与
え
ら
れ
る
女
性
の
封
号
で
あ
る
。

（
四
二）
主
人
の
死
後
、
子
供
の
い
る
妾
が
主
人
の
残
し
た
財
産
を
受
け
取
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
注
（

三
二）
所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
五
六
六
頁
～
五
六
七
頁
を
参
照
。

（
四
三）
注
（

三
八）
所
掲
程
氏
著
書
、
一
五
二
頁
は
、
遺
言
が
あ
れ
ば
娘
し
か
い
な
い
妾
で
あ
っ
て

も
財
産
の
一
部
を
も
ら
い
、
娘
を
連
れ
て
再
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
四
四）
注
（

三
二）
所
掲
滋
賀
氏
著
書
、
五
六
三
頁
。
た
だ
し
、
遺
言
書
が
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
つ
い
て
、（
南
宋
）
袁
采
『
袁
氏
世
範
』
睦
親
に
、「
遺
囑
之
文
、
皆
賢
明
之
人

爲
身
後
之
慮
、
然
亦
須
公
平
、
乃
可
以
保
家
。
如
刼
於
悍
妻
黠
妾
、
因
於
後
妻
愛
子
中
有
偏

曲
厚
薄
、
或
妄
立
嗣
、
或
妄
逐
子
、
不
近
人
情
之
事
不
可
勝
數
。
皆
所
以
興
訟
破
家
也
。」

と
あ
り
、
遺
言
を
め
ぐ
っ
て
妻
と
妾
の
抗
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
財
産
分
与
に

関
す
る
遺
言
は
、
慎
重
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
四
五）
仁
井
田
陞
『（
補
訂
版
）
中
国
法
制
史
研
究
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
四

六
）
近
代
中
国
史
叢
刊
六
四
六
、
樊
増
祥
撰
『
樊
山
政
書
』
（
宣
統
二
年
、
金
陵
湯
氏
鉛
印

本
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
明
清
に
お
け
る
訴
状
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
秀
三
『
清
代

中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
第
三
節
・
第
一
節
、
参
照
。

（
四
七）
本
稿
で
は
、
息
子
を
生
ん
だ
妾
が
財
産
を
受
け
取
る
事
例
を
挙
げ
た
が
、
注
（

三
八）
所
掲

程
氏
著
書
、
一
四
六
頁
は
、
娘
が
い
る
妾
が
死
ん
だ
主
人
の
財
産
の
一
部
を
受
け
取
る
事
例

を
挙
げ
て
い
る
。

（
四
八）
王
氏
、
名
菊
香
、
新
安
衛
舍
人
管
竽
妾
也
。
竽
病
且
死
、
私
付
之
金
、
人
莫
之
知
。
家
人

以
王
無
子
、
因
欲
嫁
之
。
王
号
哭
曰
、
天
乎
。
妾
雖
微
、
胡
不
能
守
而
忍
負
主
君
乎
。
久
之

將
免
喪
、
度
不
能
自
全
、
因
以
他
故
、
預
制
棺
衾
。
乃
潜
仰
葯
、
遍
與
家
人
拜
訣
。
出
竽
遺

金
、
托
家
督
撫
其
嫡
孤
。
家
人
欲
急
救
之
、
王
張
目
曰
、
吾
事
畢
矣
、
勿
乱
我
也
。
遂
卒
。

周
訥
溪
怡
爲
之
傳
。
な
お
、『
李
漁
全
集
』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
第
九
冊
所
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収
の
単
錦
珩
（
校
勘
）『
千
古
奇
聞
』
を
使
用
し
た
。

（
四
九）
周
怡
の
名
は
、『
明
儒
学
案
』
巻
二
十
五
に
見
え
る
。

（
五

〇
）
陳
百
峰
氏
曰
、
管
竽
當
易
簀
時
、
以
金
密
與
菊
香
、
其
意
有
二
。
一
則
愛
之
而
陰
欲
加

厚
、
一
則
誘
之
而
陽
欲
使
殉
。
其
思
深
哉
。
菊
香
仰
葯
出
金
、
托
家
撫
嫡
、
大
都
能
承
竽

意
。
于
二
者
之
間
、
可
謂
不
負
所
天
矣
。
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